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 概要書 
  
 東京都市計画高度地区の変更について 
  
     １ 都市計画の種類及び名称 
       東京都市計画高度地区  用途地域等一括変更関連 
  
     ２ 位  置 
       【別紙】「計画図」のとおり 
  
     ３ 変更内容 
       【別紙】「計画書」「総括図」「計画図」のとおり 
  
     ４ 変更理由 
       【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 
  
     ５ 意見の要旨と見解 
       【別紙】「都市計画の案に対する意見書の要旨と見解」 
 「都市計画の素案に対する意見書の要旨と見解【参考】」のとおり 
  
     ６ これまでの経過と今後の予定 
       令和３年１２月 都市計画等変更素案について住民説明 
       令和４年 ３月 第１１１回東京都北区都市計画審議会 
               東京都へ都市計画等変更原案の提出 
                     １０月 都市計画等変更案（北区決定分）の都知事協議 
           １２月 都市計画等変更案の公告・縦覧 
               第１１４回東京都北区都市計画審議会 
       令和５年 ４月 都市計画等変更決定、告示 
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 東京都市計画高度地区の変更（北区決定） 
  
 都市計画高度地区を次のように変更する。 
  面積欄の（  ）内変更前を示す。 
 種   類 面   積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 
 備
 考 
 〔最高限度〕 
 第1種 
 高度 
 地区 
 約 
 0.0ha 
 建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによ
 る。以下同じ。）は、当該部分から前面道路の反
 対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水
 平距離の0.6倍に5メートルを加えたもの以下とす
 る。 
  
 第2種 
 高度 
 地区 
 約 
 992.3ha 
 (993.4) 
 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路
 の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向
 の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、
 当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの
 以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートル
 を超える範囲にあっては、当該水平距離から8メ
 ートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加え
 たもの以下とする。  
  
 第3種 
 高度 
 地区 
 約 
 392.1ha 
 (392.3) 
 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路
 の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向
 の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、
 当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの
 以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートル
 を超える範囲にあっては、当該水平距離から8メ
 ートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加え
 たもの以下とする。 
  
 35ｍ 
 高度 
 地区 
 約 
 9.8ha 
 建築物の高さは35メートル以下とする。  
 40ｍ 
 高度 
 地区 
 約  
 7.6ha 
 建築物の高さは40メートル以下とする。  
 小計 
 約  
 1,401.8ha 
 (1,403.1) 
  
  
  
  
 1 制限の緩和 
 (1)この規定の適用による隣地との関係等による緩和に関する措置は、次の
 ア及びイに定めるところによる。ただし、イの規定については、北側の
 前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度
 （以下「斜線型高さ制限」という。）が定められている場合において
 は、その高さを算定するときに限る。 
  ア 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの
 （以下「水面等」という。）がある場合又は敷地の北側の隣地境界線
 に接して水面等がある場合においては、当該前面道路の反対側の境界
 線又は当該水面等に接する隣地境界線は、当該水面等の幅の2分の1だ
 け外側にあるものとみなす。 
  イ 敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場合において
 は、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。）の地盤面
 （隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をい
 う。以下同じ。）より1メートル以上低い場合においては、当該敷地の
 地盤面は当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置
 にあるものとみなす。 
 (2)一の敷地とみなすこと等による緩和の措置は、次のア及びイに定めると
 ころによる。 
  ア 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地
 を形成している場合において、建築基準法（昭和25年法律第201号）第
 86条第1項及び第3項（同法第86条の2第8項においてこれらの規定を準
 用する場合を含む。）の規定により一又は二以上の構えを成す建築物
 の一の敷地とみなす当該一団地については、当該一団地を当該一又は
 二以上の構えを成す建築物の一の敷地とみなす。 
  イ 一定の一団の土地の区域について、建築基準法第86条第2項及び第4
 項（同法第86条の2第8項においてこれらの規定を準用する場合を含
 む。）の規定により、当該区域内に現に存することとなる各建築物の
 一の敷地とみなす当該一定の一団の土地の区域については、当該一定
 の一団の土地の区域をこれら建築物の一の敷地とみなす。 
  
 2 既存不適格建築物等に対する適用の除外 
 (1)この規定の適用の際に、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは
 模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合にお
 いては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。 
 (2)この規定による建築物の高さの最高限度から斜線型高さ制限を除いた建
 築物の高さの限度（以下「絶対高さ制限」という。）を定める都市計画
 を告示する日において、現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築
 物のうち、その高さが絶対高さ制限を超えるものに関し、アからウまで
 のいずれにも該当すると区長が認めた場合は、当該建築物に係る絶対高
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 さ制限においてその高さを算定するときに限り、この規定は適用しな
 い。 
  ア 建替え後の建築物の敷地面積は、現に存する建築物又は現に建築の
 工事中の建築物の敷地面積を下回らないこと。ただし、建築基準法第
 86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により変更が生じた場合は、こ
 の限りではない。 
  イ 建替え後の建築物の高さは、現に存する建築物又は現に建築の工事
 中の建築物の高さを超えないこと。 
  ウ 建替え後の建築物の絶対高さ制限を超える建築物の部分の形状及び
 規模は、現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物の絶対高さ
 制限を超える建築物の部分の形状及び規模と同程度であること。 
  
 3 地区計画等による特例 
   都市計画法（昭和43年法律第100号）第12条の4第1項の規定による地区
 計画等又は景観法（平成16年法律第110号）第61条第1項に規定する景観
 地区により建築物の高さの最高限度を定めた区域内の建築物について
 は、この規定による絶対高さ制限に関する規定は適用しない。 
  
 4 許可による特例 
   次の(1)から(3)のいずれかに該当する建築物で特定行政庁（当該建築
 物に関する建築基準法上の事務について権限を有する特定行政庁をい
 う。以下同じ。）が許可したものについては、この規定は適用しない。
 この場合において、特定行政庁は、それぞれの規定に基づき許可すると
 きは、あらかじめ、建築審査会の同意を得るものとする。 
 (1)都市計画として決定した一団地の住宅施設に係る建築物で土地利用上適
 当と認められるもの。 
 (2)建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第136条に定める敷地内の空
 地及び敷地面積の規模を有する敷地に総合的な設計に基づいて建築され
 る建築物で市街地の環境の整備改善に資すると認められるもの。 
 (3)公益上又は土地利用上やむを得ないもので、かつ、良好な市街地環境の
 形成に資すると認められる建築物、又は周囲の状況等により環境上支障
 がないと認められる建築物。 
  
  
  
  
  
  
 「種類、位置および区域は、計画図表示のとおり」 
  
 理 由 
 用途地域の変更に伴い、市街地環境と土地利用上の観点から検討した結果、高
 度地区を変更する。 
 種 類 面 積 
 建築物の高さの 
 最高限度又は最低限度 
 備
 考 
 〔最低限度〕 
 既決定地区 
 小台通り地区 
 環七通り地区 
 本郷通り・区役所前
 通り地区 
 北本通り地区 
 補助88号線地区 
 補助83号線南地区 
 補助86号志茂地区 
 補助86号線赤羽西地
 区 
 補助83号線北地区 
 補助81号線沿道地区 
 補助73号線沿道地区 
 補助85号線沿道地区 
 約  
 116.8ha 
 建築物の高さ（地盤面からの高さ
 による。以下同じ。）の最低限度は7
 メートルとする。ただし、次の各号
 の一に該当する建築物又は建築物の
 部分については、この規定は適用し
 ない。 
 (1)都市計画施設の区域内の建築物 
 (2)高さが7メートル未満の建築物の
 部分の水平投影面積の合計が建築
 面積の2分の1未満かつ100平方メ
 ートル未満の建築物の当該部分 
 (3)増築又は改築に係る建築物で当該
 増築又は改築が建築基準法施行令
 （昭和25年政令第338号）第137条
 の10第1号及び第2号に定める範囲
 のもの 
 (4)附属建築物で平屋建のもの（建築
 物に附属する門又はへいを含
 む。） 
 (5)地下若しくは高架の工作物内又は
 道路内に設ける建築物その他これ
 らに類するもの 
 (6)その他の建築物で特定行政庁（当
 該建築物に関する建築基準法上の
 事務について権限を有する特定行
 政庁をいう。）が公益上又は土地
 利用上やむを得ないと認めて許可
 したもの 
  
 小 計 
 約  
 116.8ha 
 合 計 
 約  
 1,462.0ha 
 (1,463.3) 
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 変更概要 
 変更前・変更後欄上段：最高限度高度地区 
 下段：最低限度高度地区 
 変更箇所 変更前 変更後 面積 備考 
 浮間四丁目地内 
 指定無し 第２種高度地区 
 約  ha 
 0.1 
 計画図 
 指定無し 指定無し 
 赤羽一丁目、赤羽三丁
 目、浮間一丁目、赤羽
 西二丁目、神谷一丁目
 及び王子五丁目各地
 内 
 第2種高度地区 指定無し 
 約  ha 
 1.2 
 計画図 
 指定無し 指定無し 
 堀船一丁目及び東
 十条三丁目各地内 
 第2種高度地区 第3種高度地区 
 約  ha 
 0.0 
 計画図 
 指定無し 指定無し 
 堀船一丁目地内 
 第3種高度地区 指定無し 
 約  ha 
 0.2 
 計画図 
 指定無し 指定無し 
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 都市計画の案の理由書 
  
 １ 種類・名称 
 東京都市計画高度地区（北区分） 
  
 ２ 理 由 
 昭和48年の都市計画法の施行以降、東京都全域を対象とした用途
 地域の見直しを、法改正や上位計画策定等に伴い、昭和56年、平成元
 年、平成8年、平成16年に、目指すべき市街地像を実現するため行
 ってきた。 
 前回の見直しから約18年が経過している中で、道路の整備による
 地形地物の変更（変化）などが多く発生したことにより、用途地域等
 の指定状況と現況との不整合などがみられることから、今回、これに
 伴う用途地域等の変更を一括して実施することとした。 
 このような背景を踏まえ、東京都市計画用途地域の変更に伴い、市
 街地環境と土地利用上の観点から検討した結果、面積約1.5ヘクター
 ルの区域について、高度地区を変更するものである。 
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  1 / 1 
  
 都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 
  
 東京都市計画高度地区の変更に係る都市計画の案を、都市計画法第２１条第２項において準用する法１７条第１項の規定に基づき、令和４年１
 ２月１日～１２月１５日までの２週間公衆の縦覧に供したところ、同期間に意見書の提出がありませんでした。 
  
 都市計画の種類及び名称 
 東京都市計画高度地区 用途地域等一括変更関連 
  
 意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 
  Ⅰ 賛成意見に関するもの   （なし） なし 
   
 Ⅱ 反対意見に関するもの   （なし） 
  
 なし 
 Ⅲ その他の意見       （なし） なし 
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 概要書 
 東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更について 
  
     １ 都市計画の種類及び名称 
       東京都市計画防火地域及び準防火地域 用途地域等一括変更関連 
  
     ２ 位  置 
       【別紙】「計画図」のとおり 
  
     ３ 変更内容 
       【別紙】「計画書」「総括図」「計画図」のとおり 
  
     ４ 変更理由 
       【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 
  
  
     ５ 意見の要旨と見解 
       【別紙】「都市計画の案に対する意見書の要旨と見解」 
 「都市計画の素案に対する意見書の要旨と見解【参考】」のとおり 
  
  
     ６ これまでの経過と今後の予定 
       令和３年１２月 都市計画等変更素案について住民説明 
       令和４年 ３月 第１１１回東京都北区都市計画審議会 
               東京都へ都市計画等変更原案の提出 
                     １０月 都市計画等変更案（北区決定分）の都知事協議 
           １２月 都市計画等変更案の公告・縦覧 
               第１１４回東京都北区都市計画審議会 
       令和５年 ４月 都市計画等変更決定、告示 
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 都市計画の案の理由書 
  
 １ 種類・名称 
 東京都市計画防火地域及び準防火地域（北区分） 
  
 ２ 理 由 
 昭和48年の都市計画法の施行以降、東京都全域を対象とした用途
 地域の見直しを、法改正や上位計画策定等に伴い、昭和56年、平成元
 年、平成８年、平成16年に、目指すべき市街地像を実現するため行っ
 てきた。 
 前回の見直しから約18年が経過している中で、道路の整備による
 地形地物の変更（変化）などが多く発生したことにより、用途地域等
 の指定状況と現況との不整合などがみられることから、今回、これに
 伴う用途地域等の変更を一括して実施することとした。 
 このような背景を踏まえ、東京都市計画用途地域の変更に伴い、都
 市防災上の観点から検討した結果、面積約0.5ヘクタールの区域につ
 いて、防火地域及び準防火地域を変更するものである。 
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  1 / 1 
  
 都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 
  
 東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更に係る都市計画の案を、都市計画法第２１条第２項において準用する法１７条第１項の規定に基づ
 き、令和４年１２月１日～１２月１５日までの２週間公衆の縦覧に供したところ、同期間に意見書の提出がありませんでした。 
  
 都市計画の種類及び名称 
 東京都市計画防火地域及び準防火地域 用途地域等一括変更関連 
  
 意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 
  Ⅰ 賛成意見に関するもの   （なし） なし 
   
 Ⅱ 反対意見に関するもの   （なし） 
  
 なし 
 Ⅲ その他の意見       （なし） なし 
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 第３０７号議案「東京都市計画特別用途地区の変
 更について（用途地域等一括変更関連）」（北区決
 定）に関する資料 
  
  
  
  
  
  
  
 （１）諮問文（写）                    ・・・・１ 
 （２）概要書                       ・・・・２ 
 （３）計画書                       ・・・・３ 
 （４）総括図                       ・・・・４ 
 （５）計画図                       ・・・・５ 
 （６）都市計画の案の理由書                ・・・・18 
 （７）都市計画の案に対する意見書の要旨と見解       ・・・・19 
 （８）東京都知事の協議結果通知書（写）          ・・・・20 
  
  
 資料７ 

・
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 概要書 
 東京都市計画特別用途地区の変更について 
  
     １ 都市計画の種類及び名称 
       東京都市計画特別用途地区  用途地域等一括変更関連 
  
     ２ 位  置 
       【別紙】「計画図」のとおり 
  
     ３ 変更内容 
       【別紙】「計画書」「総括図」「計画図」のとおり 
  
     ４ 変更理由 
       【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 
  
     ５ 意見の要旨と見解 
       【別紙】「都市計画の案に対する意見書の要旨と見解」のとおり 
  
     ６ これまでの経過と今後の予定 
       令和３年１２月 都市計画等変更素案について住民説明 
       令和４年 ３月 第１１１回東京都北区都市計画審議会 
               東京都へ都市計画等変更原案の提出 
                     １０月 都市計画等変更案（北区決定分）の都知事協議 
           １２月 都市計画等変更案の公告・縦覧 
               第１１４回東京都北区都市計画審議会 
       令和５年 ４月 都市計画等変更決定、告示 
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 都市計画の案の理由書 
  
 １ 種類・名称 
 東京都市計画特別用途地区（北区分） 
  
 ２ 理 由 
 昭和48年の都市計画法の施行以降、東京都全域を対象とした用途
 地域の見直しを、法改正や上位計画策定等に伴い、昭和56年、平成元
 年、平成8年、平成16年に、目指すべき市街地像を実現するため行
 ってきた。 
 前回の見直しから約18年が経過している中で、道路の整備による
 地形地物の変更（変化）などが多く発生したことにより、用途地域等
 の指定状況と現況との不整合などがみられることから、今回、これに
 伴う用途地域等の変更を一括して実施することとした。 
 このような背景を踏まえ、東京都市計画用途地域の変更に伴い、 
 面積を再計測した結果、特別用途地区の面積を変更するものである。 
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  1 / 1 
  
 都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 
  
 東京都市計画特別用途地区の変更に係る都市計画の案を、都市計画法第２１条第２項において準用する法１７条第１項の規定に基づき、令和４
 年１２月１日～１２月１５日までの２週間公衆の縦覧に供したところ、同期間に意見書の提出がありませんでした。 
  
 都市計画の種類及び名称 
 東京都市計画特別用途地区 用途地域等一括変更関連 
  
 意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 
  Ⅰ 賛成意見に関するもの   （なし） なし 
   
 Ⅱ 反対意見に関するもの   （なし） 
  
 なし 
 Ⅲ その他の意見       （なし） なし 
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 報告事項「用途地域等の一括変更に伴うその他の
 変更について（東京都日影による中高層建築物の
 高さの制限に関する条例）」に関する資料 
  
  
  
  
  
  
  
 （１）東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関 
 する条例第4条の規定による図書の変更について    ・・・・１ 
 （２）新旧対照図                     ・・・・２ 
 （３）規制図                       ・・・・11 
  
  
 資料８ 

・

・



 東京都北区都市計画審議会資料 
 令和４年１２月２３日 
 まちづくり部都市計画課 
 まちづくり部建築課 
  
 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例 
 第4条の規定による図書の変更について 
  
  
    １ 要  旨 
       用途地域等一括変更に伴い、当該地及び近隣の都市計画や規制と 
 整合を図るため、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関 
 する条例第4条の規定による図書を変更し、用途地域等の指定と同 
 一の日影規制値へ変更を行う。 
  
    ２ 位  置 
      【別紙】「新旧対照図」「規制図」のとおり 
  
    ３ 意見の要旨と見解 
      意見なし。 
  
    ４ これまでの経過と今後の予定 
      令和３年１２月 都市計画等変更素案について住民説明 
      令和４年１２月 都市計画等変更案の公告・縦覧 
      令和５年 ２月 第２４０回東京都都市計画審議会 
           ４月 公告・施行（東京都） 
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 用途地域等一括変更への取り組み状況について 
  
  
  
  
  
  
  
  
 （１）用途地域等一括変更への取り組み状況について     ・・・・１ 
 （２）用途地域等一括変更箇所一覧             ・・・・３ 
 （３）用途地域等一括変更箇所図              ・・・・４ 
  
  
  
 資料９ 

・

・



  
 東京都北区都市計画審議会資料 
 令和４年1２月２３日 
  
  
 用途地域等一括変更への取り組み状況について 
  
 １ 要  旨 
   用途地域等の一括変更については、これまで、東京都からの依頼に基
 づき変更原案を提出するとともに、区決定分の変更案についての都知事
 協議と変更案の公告、縦覧を実施している。 
   今後は、東京都都市計画審議会の議を経て、用途地域等の都市計画変
 更を一括して決定する。 
  
 ２ 現  況（経過等） 
 令和２年 １月 東京都から都市計画等変更原案等の作成依頼 
      ３月 建設委員会報告 
         第106回東京都北区都市計画審議会報告 
      ６月 変更検討箇所の抽出作業着手 
        ７月 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、原案等の 
           提出期限を令和３年９月から令和４年３月に変更 
           第107回東京都北区都市計画審議会報告 
       １２月 第108回東京都北区都市計画審議会報告 
   令和３年 ３月 第109回東京都北区都市計画審議会報告 
        ９月 建設委員会報告 
       １１月 第110回東京都北区都市計画審議会報告 
           建設委員会報告 
       １２月 都市計画等変更素案について住民説明 
   令和４年 3月 第111回東京都北区都市計画審議会（諮問、答申） 
                     東京都へ都市計画等変更原案の提出  
 ６月 建設委員会報告 
       １０月 都市計画等変更案（区決定分）の都知事協議 
       １１月 建設委員会報告 
       １２月 都市計画等変更案の公告、縦覧 
  
 ３ 用途地域等一括変更案の内容 
   別紙資料のとおり 
  （第111回都市計画審議会（変更原案）からの変更箇所は無し） 
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 ４ 今後の予定 
 令和５年 2月 第240回東京都都市計画審議会（諮問、答申） 
      4月 都市計画等変更決定、告示 
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 用途地域等一括変更箇所一覧
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更
 1浮間四丁目工業60200-準防火準工602002高防火-4h/2.5h/4m
 2浮間四丁目工業60200-準防火準工602002高防火-4h/2.5h/4m
 3浮間一丁目準工602002高準防火工業60200-準防火4h/2.5h/4m-
 4赤羽北一丁目、赤羽北二丁目一中高601502高準防火準工602002高準防火3h/2h/4m4h/2.5h/4m
 5赤羽一丁目、赤羽三丁目一中高601502高準防火商業80500-防火3h/2h/4m-
 6赤羽一丁目近商80300-準防火商業80600-防火5h/3h/4m-
 7赤羽西二丁目一中高601502高準防火近商80300-準防火3h/2h/4m5h/3h/4m
 8神谷一丁目、王子五丁目一住602002高準防火工業60200-準防火4h/2.5h/4m-
 9-1東十条三丁目、王子五丁目準工602002高準防火一住602002高準防火4h/2.5h/4m4h/2.5h/4m
 9-2東十条三丁目準工602002高準防火近商803003高準防火4h/2.5h/4m5h/3h/4m
 10豊島四丁目、豊島五丁目工業60200-防火二住60200-防火--
 11-1十条台一丁目一中高602002高準防火二住602002高準防火3h/2h/4m4h/2.5h/4m
 11-2十条台一丁目二住602002高準防火一中高602002高準防火4h/2.5h/4m3h/2h/4m
 12王子一丁目準工60200-準防火商業80600-防火4h/2.5h/4m-
 13堀船一丁目準工602002高準防火近商803003高準防火4h/2.5h/4m4h/2.5h/4m
 14堀船一丁目近商803003高準防火商業80500-防火4h/2.5h/4m-
 15西ケ原二丁目近商803003高準防火近商803003高準防火5h/3h/4m4h/2.5h/4m
 16王子六丁目近商80300-準防火近商80300-準防火-5h/3h/4m
 ※特別用途地区については変更はなし
 〇日影規制のみ変更となる箇所について
 №15
 №16
 東京都から用途地域等一括変更に伴い依頼されている、「東京都日影による中高層建築物の高さ
 の制限に関する条例」に基づく日影規制の変更原案等の作成について作業を行ったところ、下記
 のとおり変更が必要となる箇所がありました。
   現行の条例では5h/3h/4mという規制となっているが、今回、当該地及び近隣の都市計画や規
 制と整合を図るため4ｈ/2.5ｈ/4ｍに変更する
   現行の条例では日影規制なしとなっているが、今回、当該地及び近隣の都市計画や規制と整合を
 図るため5h/3h/4mに変更する
 No.変更箇所
 ※日影規制の5ｈ/3ｈ/4ｍは、敷地境界線からの水平距離５ｍを超え１０ｍ以内の規制時間５時間以上、同１０ｍ超えの規制時間３時間以上、
 　測定水平面４ｍを表します。
 現行変更
 日影規制
 （規制時間/測定面高さ）
 用途地域等

3



  
  ●No.１：浮間四丁目26 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 1浮間四丁目26工業60200-準防火準工602002高防火-4h/2.5h/4m用途地域の境界の基準となる敷地内通路が不明確であるため、敷地境界線を基準に変更する
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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浮間公務員住宅 浮間公務員住宅

浮間子どもスポーツ広場
新河岸東公園

新河岸東公園

浮間子どもスポーツ広場

変更箇所概略範囲

No1

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.２：浮間四丁目24 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 2浮間四丁目24工業60200-準防火準工602002高防火-4h/2.5h/4m
 現指定の敷地境界線が不明確であり、地形地物（道路）が整備されたため、道路中心を基
 準に変更する
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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新河岸橋 新河岸橋

新河岸川
新河岸川

変更箇所概略範囲

No2

用  途  地  域  等

変  更現　行

日影規制

（規制時間/測定面高さ）

変更現行



  
  ●No.３：浮間一丁目3地先 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 3浮間一丁目3地先準工602002高準防火工業60200-準防火4h/2.5h/4m-
 用途地域の境界の基準としていた地形地物（道路）が消失したため、近傍の道路中心を基準
 に変更する
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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浮間地区
荒川防災ステーション

浮間地区
荒川防災ステーション

新河岸川新河岸川

荒川河川敷 荒川河川敷

変更箇所概略範囲

No3

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.４：赤羽北一丁目10、赤羽北二丁目2 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 4赤羽北二丁目2一中高601502高準防火準工602002高準防火3h/2h/4m4h/2.5h/4m
 用途地域の境界の基準としていた地形地物（ヨウ壁下）が不明確であるため、より明確な敷地
 境界線とする
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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赤羽
諏訪緑地

赤羽
諏訪緑地

東京北医療センター東京北医療センター

変更箇所概略範囲

No4

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行

赤羽北一丁目10、赤羽北二丁目2



  
  ●No.５：赤羽一丁目67、赤羽三丁目14 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 5赤羽一丁目67、赤羽三丁目14一中高601502高準防火商業80500-防火3h/2h/4m-
 用途地域の境界の基準としていた地形地物（道路）の拡幅により形状が変更したため、道路
 中心から30mを用途境界とする
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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板橋街道
ガード

板橋街道
ガード

旧赤羽台東小学校 旧赤羽台東小学校

うつり坂うつり坂

変更箇所概略範囲

No5

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.６：赤羽一丁目1 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 6赤羽一丁目1近商80300-準防火商業80600-防火5h/3h/4m-
 用途地域の境界の基準としていた地形地物（道路）の拡幅により形状が変更したため、変更
 後の道路境界から30mを用途境界とする
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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赤羽駅
赤羽駅

赤羽
区民事務所

赤羽
区民事務所

変更箇所概略範囲

No6

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.７：赤羽西二丁目18,19,20,21 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 7赤羽西二丁目18,19,20,21一中高601502高準防火近商80300-準防火3h/2h/4m5h/3h/4m
 用途地域の境界の基準としていた都市計画道路が整備完了し、道路幅員が計画線より拡大し
 て整備されたため、道路形状に合わせて基準を変更する
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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普門院 普門院

真正寺坂 真正寺坂

稲
付
遊
歩
道

稲
付
遊
歩
道

変更箇所概略範囲

No7

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.８：神谷一丁目１、王子五丁目21,28 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 8王子五丁目21,28一住602002高準防火工業60200-準防火4h/2.5h/4m-
 用途地域の境界の基準としていた敷地内の通路が廃止されたため、近傍となる道路境界から
 37mを用途境界とする
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 

11

神谷堀公園
神谷堀公園

変更箇所概略範囲

No8

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行

神谷一丁目1、王子五丁目21,28



  
  ●No.９：東十条三丁目10、王子五丁目２ 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 9-1東十条三丁目10準工602002高準防火一住602002高準防火4h/2.5h/4m4h/2.5h/4m
 9-2東十条三丁目10準工602002高準防火近商803003高準防火4h/2.5h/4m5h/3h/4m
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 用途地域の境界の基準となる敷地内通路が不明確であるため、敷地境界線を基準に変更する
 この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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東十条東
保育園

東十条東
保育園

東十条銀座商店街 東十条銀座商店街

UR王子五丁目団地 UR王子五丁目団地

変更箇所概略範囲

No9-1,9-2

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行

東十条三丁目10,王子五丁目2

東十条三丁目10



  
  ●No.10：豊島四丁目18、豊島五丁目１ 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 10豊島四丁目18工業60200-防火二住60200-防火--
 豊島四丁目地区地区計画（再開発促進区を定める地区計画）に基づき、土地利用転換が
 完了したため変更する
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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東豊島公園 東豊島公園

豊島4丁目
リバーサイド
公園

豊島4丁目
リバーサイド
公園

UR豊島五丁目団地 UR豊島五丁目団地

変更箇所概略範囲

No10

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行

豊島四丁目18,豊島五丁目1



  
  ●No.11：十条台一丁目3,5 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 11-1十条台一丁目3（公園内）一中高602002高準防火二住602002高準防火3h/2h/4m4h/2.5h/4m
 11-2十条台一丁目5（公園内）二住602002高準防火一中高602002高準防火4h/2.5h/4m3h/2h/4m
 ︓変更のある区分
 用途地域の境界の基準としていた地形地物（ヨウ壁）の位置や形状が変更したため、公園境
 界を用途境界とする
 No.変更箇所
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 

14

自衛隊十条駐屯地 自衛隊十条駐屯地

中央公園 中央公園

都営王子本町三丁目
アパート

都営王子本町三丁目
アパート

変更箇所概略範囲

No11-1,11-2

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.12：王子一丁目10 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 12王子一丁目10準工60200-準防火商業80600-防火4h/2.5h/4m-
 用途地域の境界の基準としていた地形地物（雨だれ線）が不明確のため、道路境界に変更す
 る
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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王子駅北口
バスロータリー

王子駅北口
バスロータリー

王子神社 王子神社

JR王子駅北口

北とぴあ 北とぴあ

JR王子駅北口

変更箇所概略範囲

No12

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.13：堀船一丁目6,7 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 13堀船一丁目6,7準工602002高準防火近商803003高準防火4h/2.5h/4m4h/2.5h/4m
 用途地域の境界の基準としていた都市計画道路が整備完了し、道路幅員が計画線より拡大し
 て整備されたため、道路形状に合わせて基準を変更する
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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国立印刷局
王子工場

国立印刷局
王子工場

堀船一丁目
児童遊園

堀船一丁目
児童遊園

明治通り 明治通り

堀船一丁目
いこい広場

堀船一丁目
いこい広場

変更箇所概略範囲

No13

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.14：堀船一丁目2 
  
  ■現行              ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 ＜用途地域凡例＞
 第二種低層住居専用地域（二低層）
 第一種中高層住居専用地域（一中高）
 第二種中高層住居専用地域（二中高）
 第一種住居地域（一住）
 第二種住居地域（二住）
 近隣商業地域（近商）
 商業地域（商業）
 準工業地域（準工）
 工業地域（工業）
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 14堀船一丁目2近商803003高準防火商業80500-防火4h/2.5h/4m-
 用途地域の境界の基準としていた敷地境界線の位置が換気所棟の建設に合わせ変更したた
 め、近傍の敷地境界に変更する
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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王子駅南口
バスロータリー

王子駅南口
バスロータリー

JR王子駅南口 JR王子駅南口

飛鳥山公園 飛鳥山公園

石神井川 石神井川

飛鳥山
換気所

飛鳥山
換気所

変更箇所概略範囲

No14

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.15：西ケ原二丁目36,37,42,43,44,45,46 
  
  ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 15西ケ原二丁目36,37,42,43,44,45,46近商803003高準防火近商803003高準防火5h/3h/4m4h/2.5h/4m当該地及び近隣の都市計画や規制と整合を図るため、日影の規制を変更する。
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 ※「東京都日影による中高層建築
 物の高さの制限に関する条例」
 （日影条例）の変更はあります
 が、現在周知している制限の内
 容に変更はありません。 
 この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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西ケ原
郵便局

花と森の
東京病院

滝野川公園
南北線
西ケ原駅

国立印刷局
東京工場滝野川

警察署

西ケ原
三丁目
児童遊園

ゲーテ
の小径

谷田川通り

飛鳥中学校

西ケ原
二丁目
児童遊園

No15

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行



  
  ●No.16：王子六丁目1,2,3 
  
  ■変更（素案） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 用　途　地　域　等日影規制
 現　　行変　更　（　素　案　）(規制時間/測定面高さ)変更理由
 用途建蔽率容積率高度防火用途建蔽率容積率高度防火現行変更（素案）
 16王子六丁目1,2,3（道路内）近商80300-準防火近商80300-準防火-5h/3h/4m当該地及び近隣の都市計画や規制と整合を図るため、日影の規制を変更する。
 ︓変更のある区分
 No.変更箇所
 ※「東京都日影による中高層建築
 物の高さの制限に関する条例」
 （日影条例）の変更はあります
 が、現在周知している制限の内
 容に変更はありません。 
 この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである（承認番号）平成24関公第269号 
 この地図は、東京都知事の承認を受けて東京都縮尺2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。（承認番号）2都市基交著第129号 （承認番号）2都市基街都第208号、令和２年10月15日 
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豊島公園
王子六丁目
児童遊園

明桜中学校

王子東
児童館

法務局
北出張所

王子警察署

柳田小学校

北
本
通
り

石神井川

No16

変更現行

日影規制
（規制時間/測定面高さ）

用  途  地  域  等

変  更現　行


